
※本学は最初の出願から3年間
第三者と実施許諾交渉しない。

※弊学の知的財産ポリシーも合わせてご覧ください。
http://reiki.naist.jp/kiyaku/pdf/04010.pdf

実施許諾契約

実施料支払い要

奈良先端大の受託研究契約における知的財産権の取扱いに係るフローチャート

本学単独の知的財産権に係る出願

独占的交渉権を取得しない 独占的交渉権を取得

出願費用等は別途協議 企業様が出願費用等全額負担


